
令 和 ６ 年 ６ 月 ６ 日
国土交通省中部地方整備局
中 部 技 術 事 務 所

１ 概要

国土交通省では排水ポンプ車や照明車など災害時に被災現場で復旧作業

にあたる機械を保有しており、国土交通省管内のみならず自治体へも派遣

し、広域にわたって活躍しています。

被災現場において、迅速かつ確実に、そして安全に操作を行うためには

日頃からの操作訓練が重要となります。

本訓練は、災害対策用機械の操作技術の習得・向上を目的として、職員

及び災害時に協力いただく建設業関係の方を対象として中部技術事務所構

内で開催するものです。

２ 内容等

日 時：令和６年６月１３日(木)、１４日（金）

両日とも 午前の部 ９時３０分～１１時４０分

午後の部 １３時３０分～１５時４０分

場 所：中部技術事務所構内（名古屋市東区大幸南１－１－１５）

内 容：中部技術事務所保有の排水ポンプ車及び照明車の操作訓練

訓練対象：職員及び建設業関係者

報道取材：操作訓練の全般において取材が可能です。

３ 資 料：添付資料

４ 配 布 先：中部地方整備局 記者クラブ

５ 問合せ先：国土交通省 中部地方整備局 中部技術事務所

（代表）副所長 大坪 晋作 TEL:052-723-5701

松本 博樹 FAX:052-723-5707技術情報管理官

６ そ の 他：災害が発生または防災体制時には訓練を中止します。

取材をご希望の方は事前に上記５までご連絡願います。

、 、迅速かつ確実に そして安全な復旧支援を目指し
災害対策用機械の操作訓練を実施します。

～令和６年度 愛知県ブロック災害対策用機械操作訓練を開催～
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愛知県ブロック
災害対策用機械 操作訓練

排水ポンプ車
令和元年台風１９号（東日本台風）

照明車
令和６年能登半島地震



訓 練 内 容

排水ポンプ車操作訓練

排水ポンプ車の設置及び操作の訓練を行います。
また、訓練水槽にて実際に排水運転を実施します。

照明車操作訓練

照明車の設置方法及び操作方法の訓練を行います。
また、設置後は実際にライトの点灯も実施します。

操作訓練スケジュール

※終了時間は前後することがあります。

予定車両

・排水ポンプ車（30m3/min 揚程10m）
・照明車（10m級）及び（20m級）

当日の服装等について

訓練は「作業着、ヘルメット、手袋、靴履き」と

します。なお、雨天実施としますが使用できる
雨具は雨合羽（傘不可）とします。

継続学習制度（CPDS）
認定講習会

当訓練は、継続学習制度（CPDS）認定講習
会です。
事前に申込された方には、受講証明書を
お渡しします。

午前の部 午後の部

受 付 9:30～9:40 13:30～13:40

事前説明 9:40～9:50 13:40～13:50

操作訓練 9:50～11:30 13:50～15:30

事務連絡 11:30～11:40 15:30～15:40


